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平成３０年１１月１６日付けで公布しました、「包括許可取扱要領の一部を改正する通達」の一部の内容について、以下のように変更させてい

ただきます。（傍線部分は改正部分）

○包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け平成１７・０２・２３貿局第１号・輸出注意事項１７第７号）

変更後 変更前

[別表Ａ] [別表Ａ]

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／ 特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／

特定包括輸出許可／特定子会社包括輸出許可マトリックス 特定包括輸出許可／特定子会社包括輸出許可マトリックス

［１の項］～［７の項］ （略） ［１の項］～［７の項］ （略）

［８の項］ ［８の項］

仕向地 仕向地

い地域① と地域② ち地域 い地域① と地域② ち地域

輸出令別表第１項番 輸出令別表第１項番

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

輸出令別表第１の８の項の （略） （略） （略） 輸出令別表第１の８の項の （略） （略） （略）

中欄に掲げる貨物であって 中欄に掲げる貨物であって

、貨物等省令第７条第３号 、貨物等省令第７条第３号

ロ又はハに該当するもの ロ又はニに該当するもの

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

［９の項］ （略） ［９の項］ （略）

［１０の項］ ［１０の項］

仕向地 仕向地

い地域① と地域② ち地域 い地域① と地域② ち地域

輸出令別表第１項番 輸出令別表第１項番
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（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

輸出令別表第１の１０の項 （略） （略） （略） 輸出令別表第１の１０の項 （略） （略） （略）

（７）に掲げる貨物であっ （７）に掲げる貨物であっ

て、貨物等省令第９条第９ て、貨物等省令第９条第９

号ニに該当するもの 号ニ又は第９号の３に該当

するもの

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

［１１の項］～［１５の項］ （略） ［１１の項］～［１５の項］ （略）

[別表Ｂ] [別表Ｂ]

特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／ 特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／

特定包括役務取引許可／特定子会社包括役務取引許可マトリックス 特定包括役務取引許可／特定子会社包括役務取引許可マトリックス

［１の項］～［７の項］ （略） ［１の項］～［７の項］ （略）

［８の項］ ［８の項］

提供地 提供地 へ地域（

い地域① と地域② ち地域 い地域① ほ地域 ち地域を

除く）

外為令別表項番 外為令別表項番

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

※右の表中、「ほ地域」及び「へ地域（ち地域を除く）」について、改正事項ではありません

が、正しい表記に修正しました。

［９の項］～［１５の項］ （略） ［９の項］～［１５の項］ （略）


